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 紫陽花の花が美しい今日この頃、保護者の皆様には、ますますご健勝のことと

存じます。さて、６月９日報道されたように船橋市の公立中学校の生徒に新型

インフルエンザが確認されました。その対応について、千葉県発熱相談センタ

ーに相談したところ、現時点では、濃厚接触者でなければ感染の心配はあまり

ないというお話がありました。そのことを受け下記のとおり本校として対応す

ることになりましたのでお知らせします。 
記 

１、 本校において擬似症患者が、発生した場合 
       ・・・検査結果がでるまで臨時休業 

２、 本校において患者が確認された場合 
・・・必要と判断される期間の臨時休業 

３、 東葛飾教育事務所地域  
松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ヶ谷市で患者発生が確認

された場合 ・・・学事課からの指示による対応とする 
４、 首都圏（本校生徒が通学している地域）で、患者発生が確認され、 

本人が罹患していなくても居住している通学地域周辺の中学校が休校と

なった場合 ・・・該当する生徒は健康観察を行い本人･家族に発熱が 
         あるとき、保護者から担任へ連絡し自宅待機とする。 

５、 保護者や家族の勤務先で自宅待機などの措置がとられた場合 
          ・・・保護者から担任に連絡し対応を確認してください。 
６、 朝の検温で 37.8℃以上の発熱がある場合 
         ・・・発熱相談センターに連絡し、指示を仰ぐ。病院を受診

した場合は、領収書提出により公欠扱いとする。 
 

＜感染を最小限にするために＞ 

予防が何より大事です！ 

手洗い・うがいを励行し、咳の症状がある生徒は 

マスクの着用をお願いします。 
以上 


